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�愛媛県告示第２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定した。

令和５年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和５年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和５年１月１０日

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

名 称 住所又は事務所の所在地 納付の委託を受けることができる歳
入等

納付の委託を受けるこ
とができる期間 指定年月日

ＳＢペイメントサービス株式会社 東京都港区海岸一丁目７番１号 電子申請システムを利用した行政手
続に係る手数料等

令和５年１月１１日から

令和５年３月３１日まで
令和４年１０月５日

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

都市リスクの解析等業務
一式

愛媛県企画振興部デジ
タル戦略局スマート行
政推進課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

令和４年１１月２４日
三井住友海上火災保険株
式会社
東京都千代田区神田駿河
台３－９

２００，０００，０００円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１１条
第１項第１号の規定による

毎週（火・金）曜日発行 第３７２号 令和５年１月１０日

令和５年１月１０日火曜日 第３７２号
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�愛媛県告示第６号
愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２６年愛媛県条例第５３

号）第１２条第１項の規定により、次のとおり同条例第１１条第１項の

規定による指定が効力を失った。

令和５年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定が失効する知事指定薬物の名称

� ２－（３－メトキシフェニル）－２－［（プロパン－２－イ

ル）アミノ］シクロヘキサン－１－オン及びその塩類

� Ｎ－メチル－１－（５－メチルチオフェン－２－イル）プロ

パン－２－アミン及びその塩類

� ２－｛２－（４－エトキシベンジル）－１Ｈ－ベンゾ［ｄ］

イミダゾール－１－イル｝－Ｎ，Ｎ－ジエチルエタン－１－ア

ミン及びその塩類

� Ｎ－（１－アミノ－３，３－ジメチル－１－オキソブタン－

２－イル）－１－ヘキシル－１Ｈ－インダゾール－３－カルボ

キシアミド及びその塩類

� Ｎ－（１－アミノ－１－オキソ－３－フェニルプロパン－２

－イル）－１－ブチル－１Ｈ－インダゾール－３－カルボキシ

アミド及びその塩類

� 前各号に掲げる物を含有する物

２ 失効の理由

当該知事指定薬物が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第２条第１５項に規定する指定薬物に至

ったため。

３ 失効の日

令和４年１２月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５号
愛媛県公衆浴場入浴料金審議会規程（昭和３８年１１月愛媛県告示第８８４号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

令和５年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県告示第７号
愛媛県経営体育成促進換地等調整事業補助金交付規程（昭和４７年１１月愛媛県告示第１０９３号）の一部を次のように改正し、告示の日から施

行する。

令和５年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（補助事業の内容等）

第３条 省略

２ 前項に定めるもののほか、次に掲げる業務は、必要に応じ補助

（補助事業の内容等）

第３条 省略

２ 前項に定めるもののほか、次に掲げる業務は、必要に応じ補助

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

オンデマンド型交通システ
ム導入等業務 一式

愛媛県企画振興部デジ
タル戦略局スマート行
政推進課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

令和４年１１月１１日
株式会社アイシン
愛知県刈谷市朝日町２－
１

３４，１７５，２０５円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１１条
第１項第１号の規定による

改 正 後 改 正 前

（構成）

第２条 省略

２・３ 省略

４ 委員の任期は、第２項第１号に掲げる者のうちから任命される

委員を除き２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。

第４条 省略

２・３ 省略

４ 副会長は、会長を助け、会長に事故があるときは、その職務を

代理する。

（構成）

第２条 省略

２・３ 省略

４ 委員の任期は、第１項第１号に掲げる者のうちから任命される

委員を除き２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。

第４条 省略

２・３ 省略

４ 副会長は、会長を助け、会長事故あるときは その職務を

代理する。

改 正 後 改 正 前
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事業として実施することができる。

�・� 省略

� 財産管理制度活用

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

３ 省略

（補助金の額）

第４条 補助金の額は、農地中間管理機構関連農地整備事業に係る

補助事業に要する経費にあつては１００分の６２．５以内（第１号に掲

げる地域において行う補助事業にあつては、１００分の６５以内）、

中山間地域農業農村総合整備事業に係る補助事業に要する経費に

あつては１００分の５５以内（同号に掲げる地域において行う補助事

業にあつては、１００分の６０以内）、農地中間管理機構関連農地整

備事業及び中山間地域農業農村総合整備事業以外の事業に係る補

助事業に要する経費にあつては１００分の５０以内（次に掲げる地域

又は区域において行う補助事業にあつては、１００分の５５以内）と

する。

�～� 省略

� 急傾斜地帯（土地改良法施行令（昭和２４年政令第２９５号）第

５０条第１４項の農林水産大臣が土地の傾斜度を勘案して定める基

準に該当する地域をいう。）

� 省略

（書類の作成及び保管）

第１３条 補助事業者は、次 に掲げる書類を作成し、換地処分

の公告年度まで保管しなければならない。

�～	 省略


 農地中間管理権等調書

�～� 省略

 第３条第２項第３号の業務を実施した地区にあつては、財産

管理制度活用調書

� 第３条第２項第４号の業務を実施した地区にあつては、地区

内ゾーン設定図

� 第３条第２項第６号の業務を実施した地区にあつては、創設

農用地・増歩換地取得調書

� 第３条第２項第７号の業務を実施した地区にあつては、非農

用地生み出し促進対策調書

� 第３条第２項第８号の業務を実施した地区にあつては、交換

分合実施予定地区調書

� 第３条第２項第９号の業務を実施した地区にあつては、換地

計画素案及び換地予定地図

� 第３条第２項第１０号の業務を実施した地区にあつては、利用

権設定申出実績調書

附 則

４ 省略

５ 水田農業高収益化計画又は輸出事業計画の策定地域において行

う農業競争力強化農地整備事業及び農地中間管理機構関連農地整

備事業に係る補助事業に要する経費に関する補助金の額は、第４

条及び前項の規定にかかわらず、令和７年度までに実施される補

事業として実施することができる。

�・� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略

３ 省略

（補助金の額）

第４条 補助金の額は、農地中間管理機構関連農地整備事業に係る

補助事業に要する経費にあつては１００分の６２．５以内（第１号に掲

げる地域において行う補助事業にあつては、１００分の６５以内）、

中山間地域農業農村総合整備事業に係る補助事業に要する経費に

あつては１００分の５５以内（同号に掲げる地域において行う補助事

業にあつては、１００分の６０以内）、農地中間管理機構関連農地整

備事業及び中山間地域農業農村総合整備事業以外の事業に係る補

助事業に要する経費にあつては１００分の５０以内（次に掲げる地域

又は区域において行う補助事業にあつては、１００分の５５以内）と

する。

�～� 省略

� 急傾斜地帯（土地改良法施行令（昭和２４年政令第２９５号）第

５０条第１２項の農林水産大臣が土地の傾斜度を勘案して定める基

準に該当する地域をいう。）

� 省略

（書類の作成及び保管）

第１３条 補助事業者は、次の各号に掲げる書類を作成し、換地処分

の公告年度まで保管しなければならない。

�～	 省略


 利用権等調書

�～� 省略

 第３条第２項第３号の業務を実施した地区にあつては、地区

内ゾーン設定図

� 第３条第２項第５号の業務を実施した地区にあつては、創設

農用地・増歩換地取得調書

� 第３条第２項第６号の業務を実施した地区にあつては、非農

用地生み出し促進対策調書

� 第３条第２項第７号の業務を実施した地区にあつては、交換

分合実施予定地区調書

� 第３条第２項第８号の業務を実施した地区にあつては、換地

計画素案及び換地予定地図

� 第３条第２項第９号の業務を実施した地区にあつては、利用

権設定申出実績調書

附 則

４ 省略
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�愛媛県告示第８号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和５年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

大洲市肱川町中津１２７９から１２８４まで、１２８９、１２９６から１２９９まで、

１３０１、１３０３から１３０６まで、１３０８から１３１１まで

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

肱川町中津１２７９、１２８０、１２８３、１２８４、１２８９、１２９６、１２９７

（以上７筆について次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び大洲市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第９号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和５年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

大洲市柳沢甲３８７の１、甲３８７の３、乙６５１の１、乙６５１の２、乙

６５２の１、乙６５４の２

２ 指定の目的

土砂の崩壊の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び大洲

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和５年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

北宇和郡鬼北町大字生田２３９３から２３９６まで、２３９８から２４００まで、

２４０１の１、２４０１の２、２４０２、２４０３、２４０４の１から２４０４の４まで、

２４０５から２４０８まで、２４２０から２４２２まで、２４２３の１から２４２３の３ま

で、２４２４、２４２５、２４３８から２４４０まで、２４５７

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

大字生田２４０１の２・２４０４の１・２４２２・２４２３の１から２４２３の

３まで・２４２５・２４３８から２４４０まで（以上１０筆について次の図

に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び鬼北町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１１号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和５年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

宇和島市・南宇和郡愛南町（以上２市町国有林。次の図に示す

部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 解除の理由

指定理由の消滅

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁並びに宇和島市役

所及び愛南町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１２号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和５年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

四国中央市富郷町津根山乙４４０の１（次の図に示す部分に限る。）

２ 指定の目的

土砂の崩壊の防備

助事業に係るものにあつては、定額とする。
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３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び四国中央市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１３号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規定によ

り、次のように埋立てを免許した。

令和５年１月１０日

三島川之江港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 中 村 時 広

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

四国中央市

愛媛県四国中央市三島宮川四丁目６番５５号

代表者 四国中央市長 篠原 実

愛媛県四国中央市金生町下分１２１番地２

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

四国中央市川之江町４１１０番から４２３６番３を経て４０８７番６０に

至る地先公有水面

イ 区域

次の１点と２点を直線で結んだ線及び２点と１点を結ぶ令

和３年秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋３．９９ｍ）における公有

水面と陸地との境界線により囲まれた区域

基点（愛媛県四国中央市川之江町１０８７番４、国土地理院

「川之江」三等三角点）は、北緯３４度００分４６．８０３１秒、東経

１３３度３４分０２．５６２３秒の地点

１点は、基点から真北２９７度１７分２５秒、５１１．４５８メートルの

地点

２点は、１点から真北２７度４１分５３秒、４３０．９８メートルの地

点

ウ 面積

１８４，２３３．１８平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

四国中央市川之江町４１１０番から１０８７番４を経て４０８７番６０に

至る地先公有水面及び陸域

イ 区域

次のＡ点からＭ点までを順次直線で結んだ線及びＭ点とＡ

点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（愛媛県四国中央市川之江町１０８７番４、国土地理院

「川之江」三等三角点）は、北緯３４度００分４６．８０３１秒、東経

１３３度３４分０２．５６２３秒の地点

Ａ点は、基点から真北２９１度０８分４８秒、４９９．７０８メートルの

地点

Ｂ点は、Ａ点から真北２０７度４１分５６秒、４６．６３メートルの地

点

Ｃ点は、Ｂ点から真北２９７度４１分５３秒、２１５．００メートルの

地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北２７度４１分５３秒、６３０．９８メートルの地

点

Ｅ点は、Ｄ点から真北１１７度４１分５３秒、２１５．００メートルの

地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北２０７度４１分５４秒、５１．８５メートルの地

点

Ｇ点は、Ｆ点から真北１２７度５６分５２秒、３４９．５０メートルの

地点

Ｈ点は、Ｇ点から真北３１度１７分４３秒、１１２．７０メートルの地

点

Ｉ点は、Ｈ点から真北１１１度３３分０７秒、１３９．０５メートルの

地点

Ｊ点は、Ｉ点から真北２０６度０６分５７秒、２９２．３９メートルの

地点

Ｋ点は、Ｊ点から真北２３３度２７分５９秒、１４１．６５メートルの

地点

Ｌ点は、Ｋ点から真北２０１度４１分１６秒、１５０．０７メートルの

地点

Ｍ点は、Ｌ点から真北２５３度３１分４１秒、１３３．３３メートルの

地点

ウ 面積

３９６，９７０．１０平方メートル

３ 埋立地の用途

用 途 配 置 規 模

保管施設用地 埋立地の北西側に位置 約６．８�

製造業用地

①埋立地の中央部に位置 ①約５．８�

②埋立地の東側に位置 ②約２．５�

建設業用地 埋立地の南側に位置 約１．２�

緑 地 埋立地の東端に位置 約１．１�

道 路 用 地

①製造業用地①と製造業用地②の間に
位置 ①約０．９�

②製造業用地②と緑地の間に位置 ②０．１�未満

護 岸 用 地 埋立地の北西側に位置 ０．１�未満

４ 埋立免許年月日

令和４年１２月２６日

�������
�愛媛県告示第１４号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、松山河川国道事務所長から次のとおり

公共測量を実施する旨の通知があった。

令和５年１月１０日
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愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（用地測量）

２ 作業期間 令和４年１１月１６日から

令和５年７月３１日まで

３ 作業地域 愛媛県四国中央市金生町下分 地内

�������
�愛媛県告示第１５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び新居浜市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧

に供する。

令和５年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

新居浜都市計画道路３・２・２新居浜バイパス線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 新居浜市船木字坂ノ下、船木字下長野、光明

寺一丁目、光明寺二丁目及び東田三丁目の各

一部

� 削除する部分 新居浜市船木字坂ノ下、船木字下長野、光明

寺一丁目、光明寺二丁目及び東田三丁目の各

一部

�������
�愛媛県告示第１６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び新居浜市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧

に供する。

令和５年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

新居浜都市計画道路３・４・５磯浦阿島線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 なし

� 削除する部分 新居浜市一宮町一丁目、繁本町、東雲町一丁

目及び桜木町の各一部

�������
�愛媛県告示第１７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び新居浜市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧

に供する。

令和５年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

新居浜都市計画道路３・４・６駅前郷線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 新居浜市庄内町六丁目の一部

� 削除する部分 なし

�愛媛県告示第１８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び新居浜市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧

に供する。

令和５年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

変 更 前 変 更 後

新居浜都市計画道路
３・６・２０宇高西筋線

新居浜都市計画道路
３・４・２０宇高西筋線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 新居浜市桜木町、宇高町一丁目、宇高町二丁

目、宇高町三丁目及び高津町の各一部

� 削除する部分 新居浜市宇高町四丁目、松の木町、沢津町三

丁目及び宇高町三丁目の各一部

�������
�愛媛県告示第１９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び新居浜市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧

に供する。

令和５年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

変 更 前 変 更 後

東予広域都市計画道路
３・６・２５上泉萩生線

新居浜都市計画道路
３・６・２５上泉萩生線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 なし

� 削除する部分 なし

�������
�愛媛県告示第２０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び鬼北町役場において告示の日から２週間公衆の縦覧に

供する。

令和５年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

変 更 前 変 更 後

広見都市計画道路
Ⅱ・３・１泉橋本町線

広見都市計画道路
３・５・１永野市栄町線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 鬼北町大字永野市の一部

� 削除する部分 鬼北町大字出目、大字永野市及び大字近永の
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各一部

�������
�愛媛県告示第２１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び鬼北町役場において告示の日から２週間公衆の縦覧に

供する。

令和５年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

広見都市計画道路Ⅱ・３・２栄町芝線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 なし

� 削除する部分 鬼北町大字近永、大字奈良、大字芝及び大字

中野川の各一部

�������
�愛媛県告示第２２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び鬼北町役場において告示の日から２週間公衆の縦覧に

供する。

令和５年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

広見都市計画道路Ⅰ・小・２永野市線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 なし

� 削除する部分 鬼北町大字永野市の一部

�������
�愛媛県告示第２３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び鬼北町役場において告示の日から２週間公衆の縦覧に

供する。

令和５年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

広見都市計画道路Ⅰ・小・３奈良通線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 なし

� 削除する部分 鬼北町大字奈良の一部

�������
�愛媛県告示第２４号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

令和５年１月１０日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友重機械工業株式会社

東京都品川区大崎２－１－１

代表取締役 下村 真司

２ 事業場の名称及び所在地

住友重機械工業株式会社愛媛製造所新居浜工場

新居浜市惣開町５－２

３ 特定施設に関する事項

� ＤＦ－１

� ＳＣ－１

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第６３号 ホ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 風量１分当たり４．１立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１０日後程度

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 ８時～１７時

特定施設の１日当たりの使用
時間 １０分

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ６．０～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３

最大 ５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．０７×１０－３

最大 ０．１４×１０－３

備考 汚水等はすべて回収し、産業廃棄物として処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６３号 ホ 廃ガス洗浄施
設

特 定 施 設 の 能 力 風量１分当たり１立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１０日後程度
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４ 汚水等の処理施設に関する事項

� 汚水処理施設

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� 工場排水口（�１６）

�������
�愛媛県告示第２５号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

令和５年１月１０日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

令和４年１２月２１日

３ 指定道路の位置

四国中央市中之庄町字光明１３２６番１の一部及び１３４８番１の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ４３．１８メートル

� 幅員 ６．０４メートル

�������
�愛媛県告示第２６号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 ８時～１７時

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ６．０～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３

最大 ５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．０３×１０－３

最大 ０．０６×１０－３

備考 汚水等はすべて回収し、産業廃棄物として処理する。

設 置 年 月 日 平成１２年１２月３１日

処理施設の種類及び型式 物理化学的処理

処 理 施 設 の 構 造 コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦２９，０００ミリメートル
横１９，０００ミリメートル
高さ６，５００ミリメートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，７００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 凝集浮上分離、砂ろ過、活性炭

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ６．０～８．０

通常 ６．０～８．０

最大 ６．０～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １５．２

最大 ３０．８

通常 ６

最大 １５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ３０

通常 ５

最大 １５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ２０

通常 ５

最大 ２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ３

通常 １

最大 ３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６３５

最大 ７２０

通常 ６３５

最大 ７２０

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ６．０～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２．３

最大 ４．９

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，４５４

最大 ２，６１２

備考 この他に、雨水専用排水口が１５箇所ある。
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選挙管理委員会告示

令和５年１月１０日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

令和４年１２月２２日

３ 指定道路の位置

四国中央市金生町下分字大道１６３１番の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ２３．６４メートル

� 幅員 ４．０４メートル

�愛媛県告示第２７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和５年１月１０日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

�愛媛県選挙管理委員会告示第１号
令和４年１１月２０日執行の愛媛県知事選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨は、次のとおりである。

令和５年１月１０日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 令和４年１１月２０日執行 愛媛県知事選挙

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額） ３２，１３１，０００円

３ 報告書の要旨

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

４中局建（開）第３９号

令和４年１２月２７日
伊予郡松前町大字上高柳字丸田２１９番１

松山市余戸西１丁目７番２５号
ヴォアベールⅡ Ｂ－１０１号
水 元 淳 平
水 元 由 理 佳

候 補 者 氏 名 中 村 時 広 所 属 党 派 無 所 属
令和４年１０月１７日から

期 間 第１回分
令和４年１２月１日まで

出納責任者氏名 浮 穴 義 夫

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ５１０，０００円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ２５０，０００

ドラフト・ポリシィー２１ １，０００，０００円 選挙事務所費 ２５０，０００

愛顔えひめの会 ３２１，０００ 集合会場費 ０

中村時広連合後援会維新会 ５４４，０００ 通信費 ０

交通費 ３４６，４９０

印刷費 １，１３１，２５０

広告費 ２４２，０００

文具費 ０

食糧費 ２５５，５８５

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ２３７，７００

その他の収入 ３，０００，０００ 雑 費 ７３，６９１

今 回 計 ４，８６５，０００ 今 回 計 ３，０４６，７１６

総 計 ４，８６５，０００ 総 計 ３，０４６，７１６

項 目 金 額

支出のうち公費負担相当額
ビラの作成 １１５，９５０円
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ポスターの作成 ７７８，８００円

計 ８９４，７５０円

報告書受理年 月 日 令和４年１２月５日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 林 紀 子 所 属 党 派 日 本 共 産 党
令和４年１１月２日から

期 間 第１回分
令和４年１１月２日まで

出納責任者氏名 中 尾 暁 子

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ０円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ３４，０００

日本共産党愛媛県委員会 １，８３０，５９０円 選挙事務所費 ３４，０００

日本共産党東予地区委員会 １７，０００ 集合会場費 ０

通信費 ０

交通費 ０

印刷費 １，６８０，４９０

広告費 １３３，１００

文具費 ０

食糧費 ０

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ０

その他の収入 ０ 雑 費 ０

今 回 計 １，８４７，５９０ 今 回 計 １，８４７，５９０

総 計 １，８４７，５９０ 総 計 １，８４７，５９０

項 目 金 額

支出のうち公費負担相当額

ビラの作成 ０円

ポスターの作成 ０円

計 ０円

報告書受理年 月 日 令和４年１１月２８日 第 １ 回 報 告 分

令和５年１月１０日 発行


